
【定期受付】

受 付 期 間 令和８年１月１４日（水）～令和８年３月２日（月）

土・日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで

提 出 先 〒649-7192　和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町2160番地

かつらぎ町役場　管財課　管財契約係

TEL 0736-22-0300（内線2087）FAX 0736-22-6432

mail：kanzai-kanzai@town.katsuragi.lg.jp

有 効 期 間 令和８・９・１０年度（３年間）

（令和８年４月１日～令和１１年３月３１日まで）

提 出 方 法 必要事項を記入のうえ、添付書類とともにＡ４ファイル(縦型)に綴り、表紙及び背表紙に「商号又は名称」

を記入し、提出書類チェックリストを添えて提出してください。

　※郵送、直接持参または電子申請（郵送の場合は、消印が受付締切日のものまで有効）

　※郵送の場合は、受付票返送のため１１０円切手を貼った返信用封筒を同封してください。

　※提出書類に不備があると受付できません。

　　必ず提出書類チェックリストで提出書類が揃っているか確認をしてください。

書 類 様 式 町指定様式

※町ホームページよりダウンロードして下さい。

提 出 書 類 ・ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品・役務）

・ 希望する物品の種類（該当する場合のみ提出）

・ 希望する役務の種類（該当する場合のみ提出）

・ 営業所一覧表

・ 委任状（権限を本店から支店等に委任する場合のみ提出）

・ 使用印鑑届

・ 印鑑証明（写し可）
【写しの場合は印影が鮮明であること。申請日から３ヶ月以内に発行したものに限る。】　　

・ 履歴事項全部証明書（法人のみ）（写し可）【申請日から３ヶ月以内に発行したものに限る。】　　

・ 身分証明書（個人のみ）（写し可）【申請日から３ヶ月以内に発行したものに限る。】

・ 財務諸表及び決算報告書（貸借対照表、損益計算書）（写し）

・ 各種営業許可書（写し）　　　（該当する場合のみ提出）

・ 納税証明書（写し可）

① 国税 　未納税額がないことの証明書
　　個人：その３の２（申告所得税と消費税及び地方消費税）
　　法人：その３の３（法人税と消費税及び地方消費税）

② 都道府県税 　個人・法人ともに未納税額がないことの証明書
　※委任先がある場合は、委任先のもの

③ 市町村税 　個人・法人ともに未納税額がないことの証明書
　※委任先がある場合は、委任先のもの

・ 自動車修理業者調書　　　（該当する場合のみ提出）

令和８・９・１０年度 入札参加資格審査申請提出書類等（物品・役務）


